
防府市社会福祉事業団 

計算書類に対する注記  (法人全体) 

１．継続事業の前提に関する注記 

 該当なし 

２．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに

負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

３．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

４．法人で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

 (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式) 

 (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式) 

 (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)  

 (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) 

 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。 

 (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) 

 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 

 (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容 

 ア 本部拠点区分(社会福祉事業) 

 イ 防府市愛光園拠点区分(社会福祉事業) 



  ・生活介護事業 

  ・就労移行支援事業 

  ・就労継続Ｂ型支援事業 

 ウ 防府市大平園拠点区分(社会福祉事業) 

  ・施設入所支援事業 

  ・生活介護事業 

  ・短期入所支援事業 

  ・日中一時支援事業 

 エ 防府市身体障害者福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 

  ・地域活動支援センター事業 

 オ 防府市障害者生活支援センター拠点区分 

  ・相談支援事業 

  ・地域生活支援事業 

  ・障害児相談支援事業 

 カ 防府市なかよし園拠点区分 

  ・児童発達支援事業 

  ・放課後等デイサービス事業 

  ・保育所等訪問支援事業 

 キ 防府市わかくさ園拠点区分 

  ・生活介護事業 

 ク ホームヘルパーセンター拠点区分 

  ・居宅介護等事業 

  ・居宅介護支援事業 

  ・障害福祉サービス事業 

  ・相談支援事業 

  ・障害児相談支援事業 

  ・移動支援事業 

６．基本財産の増減の内容及び金額 

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円) 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

定期預金 ３,０００,０００ ０ ０ ３,０００,０００ 

計 ３,０００,０００ ０ ０ ３,０００,０００ 

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 



８．担保に供している資産 

 該当なし 

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 １,７４８,４００ １,７４８,３９４ ６ 

機械及び装置 １,０４１,０００ １,０４０,９９７ ３ 

車輛運搬具 ２３,８６６,７９７ １９,５３０,１１０ ４,３３６,６８７ 

器具及び備品 ２４,６１０,１２９ ２３,９３７,８８６ ６７２,２４３ 

合  計 ５１,２６６,３２６ ４６,２５７,３８７ ５,００８,９３９ 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１２．関連当事者との取引内容 

 該当なし 

１３．重要な偶発債務 

 該当なし 

１４．重要な後発事象 

 該当なし 

１５．合弁及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 

 該当なし 

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (本部拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに

負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 本部拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 本部拠点区分(社会福祉事業) 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 本部拠点区分(社会福祉事業) 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円) 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

定期預金 ３,０００,０００ ０ ０ ３,０００,０００ 

計 ３,０００,０００ ０ ０ ３,０００,０００ 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし  



８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (防府市愛光園拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに

負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 防府市愛光園拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 生活介護事業 

 イ 就労移行支援事業 

 ウ 就労継続Ｂ型支援事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 生活介護事業 

 イ 就労移行支援事業 

 ウ 就労継続Ｂ型支援事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし  



７．担保に供している資産 

 該当なし 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 １,０１７,０３０ １,０１７,０２７ ３ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ７,９８９,９３４ ５,５３０,１５９ ２，４５９，７７５ 

器具及び備品 １１,２４８,９２９ １１,１６９,１２７ ７９,８０２ 

合  計 ２０,２５５,８９３ １７,７１６,３１３ ２，５３９，５８０ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (防府市大平園拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度まで

に負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 防府市大平園拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 施設入所支援事業 

 イ 生活介護事業 

 ウ 短期入所支援事業 

 エ 日中一時支援事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 施設入所支援事業 

 イ 生活介護事業 

 ウ 短期入所支援事業 

 エ 日中一時支援事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし  



６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 ０ ０ ０ 

機械及び装置 １,０４１,０００ １,０４０,９９７ ３ 

車輛運搬具 ３,１２９,０４０ ３,１２９,０３８ ２ 

器具及び備品 ６,３３６,２７６ ６,０８２,２２０ ２５４,０５６ 

合  計 １０,５０６,３１６ １０,２５２,２５５ ２５４,０６１ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (防府市身体障害者福祉センター拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度まで

に負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 防府市身体障害者福祉センター拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっ

ている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 地域活動支援センター事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 地域活動支援センター事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし  



８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 ５６３,３７０ ５６３,３６８ ２ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ９９７,５００ ９９７,４９９ １ 

器具及び備品 ２,８５７,３００ ２,６９４,７６４ １６２，５３６ 

合  計 ４,４１８,１７０ ４,２５５,６３１ １６２，５３９ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (防府市障害者生活支援センター拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度まで

に負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 防府市障害者生活支援センター拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになって

いる。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 相談支援事業 

 イ 地域生活支援事業 

 ウ 障害児相談支援事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 相談支援事業 

 イ 地域生活支援事業 

 ウ 障害児相談支援事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 



 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 ０ ０ ０ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ０ ０ ０ 

器具及び備品 ３１２,９００ ３１２,８９９ １ 

合  計 ３１２,９００ ３１２,８９９ １ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (防府市なかよし園拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度まで

に負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 防府市なかよし園拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 児童発達支援事業 

 イ 放課後等デイサービス事業 

 ウ 保育所等訪問支援事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 児童発達支援事業 

 イ 放課後等デイサービス事業 

 ウ 保育所等訪問支援事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

  



６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 １６８,０００ １６７,９９９ １ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ５,２６７,２７３ ３,３９０,３６９ １,８７６,９０４ 

器具及び備品 ３,６４０,５２４ ３,４６４,６７７ １７５,８４７ 

合  計 ９,０７５,７９７ ７,０２３,０４５ ２,０５２,７５２ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 



計算書類に対する注記  (防府市わかくさ園拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに

負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 

 防府市わかくさ園拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 生活介護事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 生活介護事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし  



８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 ０ ０ ０ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ３,０８０,０００ ３,０７９,９９９ １ 

器具及び備品 ２１４,２００ ２１４,１９９ １ 

合  計 ３,２９４,２００ ３,２９４,１９８ ２ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 

  



計算書類に対する注記  (ホームヘルパーセンター拠点区分) 

１．重要な会計方針 

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。 

 (2)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 － 定額法 

 (3)引当金の計上基準 

 ・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度まで

に負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。 

 (4)棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の評価 － 平均法 

 (5)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理 － 税込方式 

２．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

３．拠点で採用する退職給付制度 

 (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入 

 (2)山口県健康福祉財団退職共済制度加入 

 (3)全国社会福祉事業団協議会年金共済制度加入 

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

 ホームヘルパーセンター拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 

 (1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第１号第様式、第２号第４様式、第３号第４様式) 

 (2)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

 ア 居宅介護等事業 

 イ 居宅介護支援事業 

 ウ 障害福祉サービス事業 

 エ 相談支援事業 

 オ 移動支援事業 

 カ 障害児相談支援事業 

 (3)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

 ア 居宅介護等事業 

 イ 居宅介護支援事業 

 ウ 障害福祉サービス事業 

 エ 相談支援事業 

 オ 移動支援事業 



 カ 障害児相談支援事業 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

 該当なし 

７．担保に供している資産 

 該当なし 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) (単位：円) 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建  物 ０ ０ ０ 

機械及び装置 ０ ０ ０ 

車輛運搬具 ３,４０３,０５０ ３,４０３,０４６ ４ 

器具及び備品 ０ ０ ０ 

合  計 ３,４０３,０５０ ３,４０３,０４６ ４ 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 

 該当なし 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

１１．重要な後発事象 

 該当なし 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状態を明らかにするために必要な事項 

 該当なし 


